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総合福祉施設 京都市桂川特別養護老人ホーム 入所選考規程 

 

（趣旨・目的） 

第１条 この入所選考規程は、「京都市介護老人福祉施設入所指針（平成 31 年 4 月改訂、

以下「指針」という。）」に基づき策定したものである。入所決定等に関わる業務は「指

針」及び当該「入所選考規程」に基づき行うものとし、入所決定過程の透明性・公平

性を確保するとともに、必要性の高い方が円滑かつ適切に入所できることを目的とす

る。趣旨及び目的、その他ここに定めのないものに関しては「指針」に準拠するもの

とする。 

 

（入所対象者） 

第２条 施設への入所対象者は、以下のとおりとする。 

① 要介護度３から５と認定された方 

② 要介護度１又は２と認定された方で、特例入所の要件に該当する方 

 ２、前項②の特例入所に該当するか否かの判断にあたっては、以下の事情を考慮する。 

  ① 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の

困難さが頻繁に見られる 

  ② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎

通の困難さ等が頻繁に見られる 

  ③ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な

状態である 

  ④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が

期待できない、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められな

い 

 

（優先入所対象者） 

第３条 優先入所の対象者は、入所対象者のうち、「身体的精神的状況」、「主たる介護者の

状況」、「居住環境」及びその他の状況により、在宅での生活の継続が困難な高齢者

等で、入所することによって積極的に心身の状態等の維持・改善・ＱＯＬ（生活の

質）の向上等が図れる方等とする。 

 

（要介護 3 以上の方の入所申込みの受理と調整） 

第４条 原則として担当の介護支援専門員を通じ、「入所申込書（様式１－１）」、「優先入

所に関する評価票（様式２）」及び「入所選考に関わる調査票（様式３）」を受理す

る。また、様式２の評価票の項目にない優先入所に関する特別な事由がある場合は、
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意見書（任意様式）を合わせて受理する。  

なお、担当の介護支援専門員がいないなどの場合は、施設等が対象者の状況を把握

して様式２の評価票及び様式３の調査票を作成する。 

２、施設は、「入所申込書」等を受理した場合は，受付順に従って、「受付簿」（様

式Ａ）を作成し管理する。  

 

（要介護１・２の方：特例入所候補者の入所申込みの受理と調整） 

 第５条 原則として担当の介護支援専門員を通じ、「入所申込書（様式１－１）」、「特例

入所を必要とする理由書（様式１－２）」、「優先入所に関する評価票（様式２）」及

び「入所選考に関わる調査票（様式３）」を受理する。また、様式２の評価票の項目

にない優先入所に関する特別な事由がある場合は、意見書（任意様式）を合わせて

受理する。  

なお、担当の介護支援専門員がいないなどの場合は、施設等が対象者の状況を把握

して様式１－２の理由書、様式２の評価票及び様式３の調査票を作成する。 

 

（特例入所対象者であるか否かの判断） 

第６条 特例入所候補者に対し、出来る限り円滑に特例入所の該当か否かを判断するため

に、特例入所対象者であるかどうかの判断は施設長が行うものとする。 

２、施設の入所申請受付担当者である生活相談員等は、特例入所に係る入所申請書類一

式について記載漏れがないかを確認の上、受理した月の翌月初旬に、施設長に提出を

行うものとする。 

３、施設長は、入所申請書類一式の内容を精査し、第２条第２項①～④が確認できれば、

当該特例入所候補者は全て特例入所該当者であると判断する。但し書類の不備や第2条

第2項①～④が確認できない状況があれば、必要に応じて京都市と相談の上、受付を却

下し、その旨を申込者へ通知する。 

 

（特例入所該当者に関する京都市等との情報共有及び連携） 

第７条  施設に対して、要介護１又は２の方から入所申込があった場合には、原則、以下

の取扱いにより京都市と施設の間で情報共有を図るものとする。  

①  施設は、要介護１又は２の方からの入所申込（特例入所の要件に該当するものに

限る。以下、「特例入所申込み」という。）を受理した場合、「入所申込書（様式

１－１）」及び「特例入所を必要とする理由書（様式１－２）」の写しを京都市に

提出する。  

②  施設は、特例入所該当者の入所が決まった場合には，京都市にその旨報告する。  

２、京都市以外の被保険者からの特例入所申込みについて、施設は、各保険者市町村が

定める方法により、情報の共有を行う。  
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（申込みの変更及び取消しの届出への対応） 

第８条 担当の介護支援専門員及び申込者等から、入所申込み後に心身の状況の変化が生

じた場合や申込みを取り消す（辞退・死亡等）連絡が施設にあった場合は、「入所申

込変更（取下げ）届（様式４）」の提出等に基づき変更や取り消しの調整を行うもの

とする。 

  

（優先入所該当者名簿の作成と見直し） 

第９条 後で示す入所検討委員会では「入所受付簿（様式Ａ）」に従って新規の申込者全

員に関して、「優先入所に関する評価票」の「基本評価」や「特記事項（意見）」に

より総合評価を行い、入所の必要性の高い方を総合評価Ａとし、当該申込者を優先入

所該当者として「優先入所該当者名簿（様式Ｂ）」に記載する。 

 ２、総合評価Ａ以外に該当する申込者（総合評価Ｂ・Ⅽ）で、心身や住環境等の状況変

化等により変更届けがあった場合は「優先入所該当者名簿」に記載し、委員会におい

て総合評価の見直しを行い、その結果に基づき「優先入所該当者名簿」の修正を行う。 

 ３、「優先入所該当者名簿」は京都市から施設へ申込者状況の情報提供があった場合を

含め、少なくとも６カ月に１度は点検を行い更新するものとする。 

 ４、「優先入所該当者名簿」は男女別の２区分とし、更にそれぞれを認知症高齢者の日

常生活自立度基準を参考に２つに分類する。２つの分類基準は、 

①認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ、Ｍの該当者（日常生活に支障を来し、

専門的な援助が必要） 

②認知症高齢者の日常生活自立度が自立、Ⅰ、Ⅱの該当者（日常生活に軽度の支障

があるが、家族等の援助で自立） 

  の２つとする。 

    

  

（入所検討委員会の設置） 

第１０条 入所選考等に関する業務について、第１条の趣旨・目的に必要な調査及び審議

を行うため、入所検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２、委員は、施設長、医師、生活相談員、看護師、介護職員、介護支援専門員（施設）、

介護支援専門員（居宅介護支援事業所）、桂川地域包括支援センター職員、第三者委

員（苦情対応に関する第三者委員）で構成し、施設長、第三者委員、地域包括支援セ

ンター職員を除く委員は、施設長が任命する。 

３、委員会は月1回開催するものとし、必要が生じた場合には施設長が臨時招集すること

ができる。 

４、委員会は、構成する委員の過半数の出席または欠席票受理のもとに成立し、これに
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基づく審議を行い、決定はその合議によるものとする。ただし、医師・第三者委員に

ついては出欠に関わらず決定事項について書面による承認を得るものとする。 

５、主な実施内容は、①入退所状況の報告、②優先入所待機上位者の確認、③入所申請

受付状況の確認、④特例入所該当者の受付状況の確認、⑤前月入所申請者の優先入所

対象に該当するか否かの総合評価の検討、⑥前月変更届受理者の総合評価の検討、⑦

優先入所待機上位者の選考、⑧その他とする。 

 

（優先選考指標） 

第１１条 当施設の優先選考指標は以下の①から⑦までの項目を指す。 

①＜地域性＞ 家族との交流の維持や在宅復帰の可能性を追求するための必要な程度

に本人又は家族が西京区内に居住している。 

②＜在宅サービスの利用状況＞ 在宅サービスを最大限利用しても、在宅生活継続に

支障がある（老健入所・病院への入院等により24時間365日のケアが提供されている

等。）又は、世帯の収入や居住環境等によって在宅サービスの導入が図れない状況

にある。 

③＜待機期間＞ 申込み受付からの待機期間が１年以上にわたる。 

④＜本人意思＞ 本人が当施設への入所意思が強い具体的理由が存在する。本人が認

知症等で意思表示が曖昧な場合や意思表示ができない場合は、通所や宿泊でのサービ

ス利用が拒否なく継続されている状態であれば、本人意思があると判断する。 

  ⑤＜介護力の状況＞ 介護者の療養、死亡、転居等による介護力の喪失、又は、障害、

65歳以上等により介護力が乏しい、家族がいても就労等の理由から必要な介護がで

きないといった状況がある。 

⑥＜経済状況＞ 十分な介護サービスを受けられない等の経済的な問題を抱えている。 

 生活保護受給世帯や利用者負担段階が２段階、３段階の方を対象とする。 

⑦＜特別な事由＞ 上記以外の特別な事由がある。例えば、虐待の可能性がある方、

住環境が劣悪である場合や階段等があり外出できにくい状況である方、自宅を売却ま

たは賃貸の解約などで帰る家のない方などである。 

 

（入所検討委員会へ提出する優先入所上位候補者の選定） 

第１２条  

施設の生活相談員等は、｢指針｣様式１～３に基づき、「優先選考指標票（様式Ｃ上段）」

を作成する。該当項目の多寡と重要性や緊急性を勘案して、優先入所上位候補者とし

て委員会に提出する。 

（優先入所上位者の決定） 

第１３条 前条の２に基づき、入所検討委員会で、第１１条の優先選考指標を参考に、京

都市介護老人福祉施設指針の８（３）のウ：地域性（入所後の家族関係の維持等）エ：
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施設の専門性や固有性を中心に審議を行う。優先入所上位候補者の決定は、合議制で

行うものとする。 

２、優先入所予定候補上位者の決定数は、空床状況や待機中の優先入所上位者数を鑑み、

入所検討委員会で確認を行うものとする。 

３、入所検討委員会での選考結果に基づき、「入所者選考票（様式Ｃ下段）」を作成す

る。 

 

（優先入所上位者への対応） 

第１４条 優先入所上位者には、施設の生活相談員等が、入所申込に係る担当の介護支援

専門員等の協力を得て、情報収集（サービス利用実態がわかるもの・共通健康診断書

またはそれに代わるもの等）及び面接に基づき、できるだけ円滑に入所調整を行うも

のとする。 

 

（優先入所上位者であることの取り消しについて） 

第１５条 前条での個別の状況に応じて、施設で対応できないような場合や、状況が改善

されて優先度が著しく低くなっている場合は、施設の判断で、優先入所上位者である

ことを取り消すことができるものとする。 

２、優先入所上位者であることを取り消す場合は、状況及び必要に応じて申込者に説明し、

同意を得ると共に、原則、申込者の意向に基づき、一般的な優先入所者の待機に戻すか

入所申請の取下げを行うかのいずれかの対応をするものとする。 

 

（特別な事情（緊急）による入所決定） 

第１６条 施設は、次に掲げる場合においては、委員会の審議によらず、施設長の判断に

より入所を決定することができる。その場合において、施設長は直近の委員会で報告

するものとする。  

１、災害や事件・事故等の事情により，入所希望者の生命身体の安全確保の観点から緊

急に施設入所が必要である場合  

２、老人福祉法第１１条に定める措置委託による場合  

３、３箇月を超えた長期入院により退所となった方から、再度入所申込みがあった場合  

（記録の保管等） 

第１７条 委員会は、入所決定に至る経過を記録し、５年間する。 

 ２、施設は、京都市から求めがあったときは、記録を提出する。  

３、委員会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退

いた後も同様とする。 

 

（適正運用） 



 6 
 

第１８条 入所申込者及び申込代理人から、優先入所該当者及び入所予定者の選考に係る

内容について説明を求められた場合、十分な説明を行うものとする。 

 ２、前項に係る説明及び資料の開示を行う場合、プライバシー等個人情報の取扱いに細

心の注意を払い、その保護に当たるものとする。 

 ３、 施設は，京都市介護老人福祉施設入所指針に基づき，入所者選考に関する規程を定

め，適正に入所の決定を行うものとする。  

４、施設は，この指針及び入所者選考に関する規程を公表するとともに，入所希望者に

対してその内容を説明するものとする。  

 

 （施行等） 

第１９条 京都市介護老人福祉施設入所指針の策定に伴い、平成１５年７月１日以降に「再

申込み」をする人、及び「新たに入所申込み」をする人は、この要領により申込み手

続を行うものとする。 

２、この規程のより選考した優先入所該当者の中から行う入所者の決定は、平成１５年

１０月１日から実施する。 

３、平成１２年４月１日施行の「桂川特別養護老人ホーム入所選考会議設置、運営要綱」

は平成１５年９月３０日をもって廃止する。 

 

（附則） 

Ｈ19.6.18 改正 Ｈ19.6.18  施行  

Ｈ20.3.18 改正 Ｈ20.4.1  施行 

Ｈ20.4.21 改正 Ｈ20.4.21 施行 

Ｈ21.3.23  改正 Ｈ21.3.23 施行 

Ｈ22.4.19  改正 Ｈ22.4.19 施行  

Ｈ23.3.22  改正 Ｈ23.3.22 施行 

Ｈ24.3.30  改正 Ｈ24.4.1  施行  

Ｈ24.7.30  改正 Ｈ24.7.30 施行 

Ｈ25.4.18  改正 Ｈ25.4.18 施行  

Ｈ26.3.31  改正 Ｈ26.4.1   施行 

Ｈ27.3.31  改正 Ｈ27.4.1   施行  

Ｈ28.3.31  改正 Ｈ28.4.1   施行 

Ｈ29.3.31  改正 Ｈ29.4.1   施行  

Ｈ30.3.31  改正 Ｈ30.4.1   施行 

Ｈ30.10.26 改正 Ｈ30.12.18 施行 

Ｒ2. 3.31  改正 Ｒ２.4.1  施行 

Ｒ3. 3.31  改正 Ｒ３.4.1  施行 
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Ｒ7. 3.31  改正 Ｒ７.4.1  施行 

 


